
前橋市公立保育所保育支援システム運用保守業務 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 業務目的                                     

本業務は、前橋市公立保育所（以下、保育所という。）に保育支援システム（以下、本 

システムという。）を導入することにより、保育所利用者の利便性を向上させるとともに、

職員の業務負担の軽減や業務効率化を図り、保育の質の向上及び保育業務に専念できる環

境を構築することを目的とする。 

 

２ 業務概要                                      

(1) 業務名：前橋市公立保育所保育支援システム運用保守業務 

(2) 業務内容 

（詳細は、別紙仕様書を参照） 

  ① クラウド環境で利用できるシステムの提供  

② 各種操作マニュアル（職員用・保護者用）の提供  

③ 操作研修会の実施  

④ 運用及び保守の実施  

 

３ 予算額                                      

予算の上限額：金８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

４ 契約期間・履行期間                                     

契約期間：令和６年１月１日から令和６年３月３１日まで 

システム履行期間：令和６年３月１日から令和６年３月３１日まで 

 

５ 応募資格                                      

次に掲げる条件を全て満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとする。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限を受

けていない者であること。 

(3) 本市の令和４・５年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資格

の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた営業品目に「大分類：情報処理」が含

まれていること。ただし、資格の認定を受けていない者について、下記記載の書類を

提出し、適正に受理された者は、本プロポーザルに限り資格の認定を受けている者と

みなす。 

(4) 前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等

（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でない    

こと。  

(5) 企画提案募集に係る公告の日から優先交渉者候補の特定の日までの期間に、前橋市



物品の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置

要綱第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。本市の入札参加資格を有

しない者にあっては、本企画提案募集に係る公告の日から優先交渉者候補の特定の日

までの期間に、指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更

生法第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項

の規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと。 

 

６ スケジュール                                     

(1) プロポーザル公告日           令和５年１２月  ７日（木） 

(2) 質問受付期間                 １２月  ７日（木）から 

１２月１３日（水）１７時まで 

(3) 質問回答期限                 １２月１８日（月） 

(4) 提出書類受付期限               １２月２１日（木）１７時 

(5) 審査                     １２月２７日（水） 

(6) 審査結果通知書の発送             １２月２８日（木） 

(7) 契約締結、業務開始           令和６年 １月  １日（月）      

 

７ 質問回答                                    

(1) 質問受付期間  令和５年１２月７日（木）から１２月１３日（水）１７時まで 

(2) 質問様式    別紙質問書様式 

(3) 提出方法    ①メールで提出すること。電話等による質問は受付けない。ただ 

し、メールで提出したことを提出先へ電話連絡すること。 

②件名：公立保育所 ICT【法人名】  

(4) 提出先     要領１２番に記載 

(5) 回答      ①１２月１８日（月）までにメールで回答する。 

②回答は、本要領と同等の効力を持つものとする。 

 

８ 応募の手続き等                                  

「５ 応募資格」を全て満たすもので本プロポーザルに応募するものは、次のとおり書 

類を提出すること。 

(1) 応募申込について 

① 受付期間   令和５年１２月７日（木）から１２月２１日(木)１７時まで 

② 提出方法   持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による 

③ 提出書類  

ア 応募申請書 【様式①】 

イ 業務実施体制申告書 【様式②】  

ウ 受注実績調書 【様式③】  



エ 企画提案書 ※様式自由＿７部  

オ 機能要件調査票【様式④】 

カ 見積書（システム導入費及びシステム履行期間の利用料税込総額）  

キ 参考見積書（Ｒ６．４／１からＲ７．３／３１までの利用料税込月額） 

ク 会社パンフレット 

 

本市の競争入札参加資格の認定を受けていない者の提出書類 

(ｱ) 誓約書 【様式⑤】 

    (ｲ) 登記事項証明書 

        (ｳ) 印鑑登録証明書 

(ｴ) 定款又は定款に相当するもの 

(ｵ) 財務諸表（決算書）a 貸借対照表、b 損益計算書、c キャッシュフロー計算

書又は株主資本等変動計算書） 

    (ｶ) 納税証明書 a 国税、b 本店所在地における都道府県税、c 市町村税（支店

等が入札及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在地の都道府県税及

び市町村税） 

           

(2) 企画提案について 

① 受付期間・提出方法は応募申込に同じ 

② 提出書類 

・企画提案書＿７部  

※ 表紙には、業務名を記載すること。 

※ 提案書は、Ａ４版の両面印刷で作成し、やむを得ずＡ３版を使用する場合には

片面印刷でＡ４サイズに折込をすること。ただし、提出書類の他に、審査、選考

上、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がある。 

     

ア 企画提案書の構成  

企画提案書は次に掲げる書類で構成し順番に並べてファイル等にまとめて綴る 

こと。 

(ｱ) 企画提案 

(ｲ) 業務スケジュール 

(ｳ) 業務実施体制申告書 【様式②】 

(ｴ) 受注実績調書 【様式③】 

(ｵ) 機能要件調査票 【様式④】  

   

イ 各様式の記載に係る留意事項等  

(ｱ)企画提案  

Ａ４サイズ（両面印刷で３０枚（６０ページ）以内とする。）  

企画提案は、本業務に対する具体的な取り組み方法について提案を求めるも 



のである。 

なお、企画提案には以下の a～dの事項を記載するものとする。  

a 実施方針  

・本業務における本市の目的を踏まえた上で、事業者としての取組み姿勢 

b 業務遂行内容  

・提案するシステムの機能及び内容等の紹介  

・研修計画及び研修の実施体制を記述するとともに、保育現場への導入定着

に向けた工夫 

・運用実績のある機能を評価するため、本市が求める機能要件を実現するシ

ステム上の機能毎に、 機能詳細及び実装してからの運用期間と導入園数を

記載すること(ただし、無償提供や実証実験による導入は含めない)。 

また、本市に有効な機能活用の提案  

・ヘルプデスク等の保守サービスについて、職員及び保護者に有益な内容の

提案 

・運用開始後の運用支援施策や体制 

・利用者からのフィードバックを踏まえた利用者のフォローアップの対応 

・障害発生を未然に防止するための具体的な対策・提案 

・障害発生等の緊急時の連絡体制及び対応フロー 

・利便性・操作性に係る定期的な改善の状況や、将来的なシステムの拡張性 

c 情報セキュリティ 

・不正アクセス対策やデータバックアップ等のセキュリティの詳細 

・個人情報保護の取り扱い方針 

d その他独自の提案 

(ｲ) 業務スケジュール 

着手から業務完了までの業務スケジュールについて、作業工程を明らかにし

て作成すること。 

(ｳ) 業務実施体制申告書  

【様式②】を使用し必要事項を記載すること。 

(ｴ) 受注実績調書  

【様式③】を使用し必要事項を記載すること。 

(ｵ) 機能要件調査票 

【様式④】を使用し必要事項を記載すること 

パッケージシステムで提供可能な機能であるか検討を行い、「対応」欄に記号 

を記入すること。（パッケージ標準の場合は「○」、代替案の場合は「□」、カ 

スタマイズの場合は「△」、対応不可能は 「×」）また、代替案「□」及びカ

スタマイズ「△」を記載した場合、「対応に係る追加費用」欄、および機能概

要の内容に沿ったものであるか判断するため、「備考」欄に必ず対応内容を記

載すること。なお、対応内容を判断した結果、求める要件に適さないと本市が

判断した場合は「×」として取り扱う。 



各種機能に関して、補足事項がある場合は、「備考」欄に補足内容を記載する 

こと。 

 

(3) 提出書類の取扱い 

① 記載内容の変更等の禁止 

提出された書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはできない。  

② 提出書類の返却 

提出された書類は返却しない。 

   ③ 費用について 

    応募申請に要する一切の費用は、申請者の負担とする。 

   ④ 公表について 

  選定に係る公表等を行う場合に、応募書類の内容の全部又は一部を使用する場合が 

ある。 

   ⑤ 資料の取扱い 

市が提供する資料は、応募にかかわる検討以外の目的で使用することを禁じる。 

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対し 

て、これを使用させたり、又は内容を提示したりすることを禁じる。 

 

９ 審査                                        

提出された書類に基づき、企画提案に関するプレゼンテーション・ヒアリングに 

よる審査を実施し、その結果総合得点が最も高い事業者を、契約の優先交渉者とし 

て決定し、交渉を行う。 

(1) プレゼンテーション・ヒアリング 

      ① 日時 令和５年１２月２７日（水） 

          時間や場所等は後日連絡する。 

② 実施内容  ア プレゼンテーション４０分  

イ ヒアリング１０分  

※①、②については、応募状況により変更する可能性がある 

③ 審査結果発送予定 １２月２８日（木） 

審査を受けた事業者すべてに連絡する。 

   

(2) 選定審査委員会 

 選定に当たって、選定審査委員会を設置し、委員会が審査基準に基づいて申請者 

の評価をした後、委員会の評価の結果・意見を踏まえて、優先交渉者を選定する。 

 

 

 

 

 



(3) 審査基準 

① 企画提案評価  審査内容  配点 

基本方針、システムのコンセプ

ト 

本業務における本市の目的を踏まえた上

で、事業者としての取組み姿勢が示されて

いるか。 

100 

システムの特徴及び機能詳細 職員の業務負担軽減、保護者の利便性向上等、

有用な特徴や提案が具体的に示されているか。 

機能要件を実現するシステム上の機能毎に、そ

のポイントが具体的に示されているか。 

100 

業務実績 保育業務を総合的に支援するシステムの実績

が十分にあるか。 

100 

業務スケジュール システム履行開始に当たり、作業例、作業分

担や作業工数は具体的で、現実的なものか。 

日程管理ができているか。 

100 

サポート体制（ヘルプデスク・

研修） 

ヘルプデスク等のサポート体制は、有用な提

案が具体的に示されているか。対応品質を向

上させるための取り組みは実施されているか 

研修計画及び研修の実施体制を記述するとと

もに、保育現場への導入定着に向けた工夫が

あるか。 

100 

運用・保守に関する事項 運用開始後の運用支援施策や体制について

有用な提案が具体的に示されているか。保守

の範囲や不具合が発生した際の対応につい

て、有用な提案が具体的に示されているか。 

100 

セキュリティ対策及び信頼性

の確保についての考え方や対

応 

不正アクセス対策やデータバックアップ、

個人情報保護の取り扱い方針等について有

用な提案が具体的に示されているか。 

100 

その他の提案 その他、本市にとって有益で具体性のある追

加提案があるか。 

50 

企画提案評価計 750 



② プレゼンテーション評

価  

審査内容  配点 

デモンストレーション等の評

価 

・全体を通じて一貫した提案の内容となってい

るか。 

50 

・職員にとって分かりやすく、使いやすいシス

テムか。 

50 

・保護者にとって分かりやすく、使いやすいシ

ステムか。 

50 

・本市の保育環境の質の向上の為に特色ある

新たな提案がなされているか。 

50 

プレゼンテーション評価計 200 

③ 機能に関する事項  審査内容  配点 

機能要件調査票 機能要件調査票の回答に基づき、採点する。 800 

④ 価格点評価  審査内容  配点 

見積価格 見積書を元にシステム利用に掛かる金額（以下

「総額」）を評価する。 

 

400点×参加者の中で最低の総費用÷当該参加

者の総額 ※小数点以下切り捨て  

400 

合計 2,150 

※選定委員の審査基準点の合計が満点（2,150点）の 6割に満たない参加者は失格とす

る。 

なお、次に該当する応募は失格とする。 

  ・資格要件を欠くもの 

・提出書類に虚偽の記載があったもの 

・見積金額が要領３に記載の予算上限額を超える場合 

・提出書類等の提出期限を過ぎて提出したもの 

・複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出したもの 

・その他選定に係る不正行為があったもの 

 

(4) 優先交渉者の決定方法 

① 提出された企画提案書等を審査し、総合得点が最も高い者を優先交渉者として



選定する。 

② 優先交渉者となることができる最低基準をあらかじめ定めるものとし、それ以 

上の点数を得た提案者の中から優先交渉者を選定する。 

③ 提案者が 1者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結 

果、最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、優先交渉者として選定し

ない。 

  

(5) 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、全ての提案者に通知するとともに、前橋市ホームページにおいて公 

表する。 

 

(6) その他留意事項 

       ① 応募団体に関する実地調査 

選定審査委員会が必要と認める場合は、応募者が運営する事業等の実地調査を 

行うことがある。 

② 選定審査委員との接触 

応募者及びその関係者が、審査に関して選定審査委員会の委員と接触すること 

を禁じる。接触の事実が認められた場は失格となることがある。 

 

１０ 契約                                      

(1) 企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金

額は前橋市との交渉により、決定する。 

(2) 優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次順位者と交渉する場合がある。 

(3) 業務により作成された成果品に関するすべての権利は前橋市に帰属する。 

(4) 契約保証金 無し（予算額を考慮）  

   

１１ 別添資料等                                    

(1) 業務仕様書 

(2) 質問書様式 

(3) 提出書類  

ア 応募申請書 【様式①】 

イ 業務実施体制申告書 【様式②】  

ウ 受注実績調書 【様式③】  

オ 機能要件調査票 【様式④】 

本市の競争入札参加資格の認定を受けていない者の提出書類】 

(ｱ) 誓約書 【様式⑤】 

     

 

 



１２ 提出先・問い合わせ先                                   

〒３７１－００１４ 群馬県前橋市朝日町三丁目３６－１７ 

前橋市こども未来部 こども施設課 施設指導係 

   電話番号０２７－２２０－５７０６ 

   Email：hoiku@city.maebashi.gunma.jp 

 


